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↱
す
る
、
③
実
際
に
生 

 
 

 
 

 
 

 

活
保
護
を
利
用
し
て 

 
 

 
 

 
 

 

い
る
世
帯
は
、
全
世
帯 

 
 

 
 

 
 

 

の
１
％
ほ
ど
存
在
す 

る
、
更
に
「
第
２
次
的

貧
困
」
の
存
在
も
あ
り
、
こ
の
把
握
が
必

要
と
な
っ
て
い
る
。 

 

生
活
保
護
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
よ

り
、(

１)

50
年
ぶ
り
の
制
度
改
革
だ
と

鳴
り
物
入
り
で
昨
年
８
月
に
設
立
さ
れ

た
専
門
委
員
会
だ
が
、
厚
労
省
事
務
局
が

求
め
て
き
た
の
は
、
生
活
扶
助
基
準
額
の

抑
制
、
老
齢
・
母
子
加
算
の
廃
止
で
、
論

拠
は
、
一
般
低
所
得
世
帯
の
消
費
実
態
と

比
べ
、
生
活
扶
助
給
付
額
の
方
が
高
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。(

２)

専
門
委
員
会

は
、
昨
年
12
月
の
中
間
と
り
ま
と
め
で
、

老
齢
加
算
に
つ
い
て
は
廃
止
を
含
む
見

直
し
を
提
起
し
た
。
こ
の
４
月
か
ら
老
齢

加
算
の
縮
減
が
始
ま
っ
た
（
全
国
で
600

件
の
行
政
不
服
審
査
請
求
が
お
き
て
い

る
）
。（
３
）
今
年
に
な
っ
て
か
ら
の
専
門

委
員
会
は
、
保
護
の
用
件
や
自
立
支
援
に

つ
い
て
、
積
極
的
な
議
論
を
し
て
き
た
。

改
革
の
方
向
は
「
入
り
や
す
く
、
出
や
す

い
、
生
活
再
建
型
、
自
立
支
援
型
」
の
改

善
の
検
討
。
内
容
は
①
雇
用
が
不
安
定
化

し
、
生
活
保
護
よ
り
も
前
に
位
置
づ
く
社

会
保
障
の
金
銭
給
付
・
サ
ー
ビ
ス
給
付
が

不
十
分
で
あ
り
か
つ
削
減
さ
れ
続
け
る
下
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今
回
の
研
究
発
表
に
つ
い
て
、
「
生
活

保
護
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委

員
会
」
の
一
員
と
し
て
布
川
所
長
か
ら
問

題
と
論
点
の
提
起
が
あ
り
、
生
活
保
護
費

と
基
礎
年
金
や
最
低
賃
金
の
関
連
を
具

体
的
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

 

生
活
保
護
を
め
ぐ
る
動
き 

 

ま
ず
、
低
所
得
・
貧
困
の
基
準
か
ら
説

明
し
、
生
活
保
護
は
、
「
消
費
水
準
均
衡

方
式
」
に
基
づ
い
て
給
付
額
を
改
定
し
て

き
た
。
具
体
的
に
は
、
一
般
勤
労
者
世
帯

の
一
人
当
た
り
消
費
支
出
額
と
、
被
保
護

勤
労
者
世
帯
の
一
人
当
た
り
消
費
支
出

額
を
比
べ
る
と
、
後
者
は
前
者
の
68･

69
％
で
均
衡
し
て
い
る
よ
う
に
生
活
扶

助
の
給
付
額
を
決
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
国
民
の
消
費
水
準
を
下
に
相
対
的
に

決
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
相
対
的
な

低
所
得
・
貧
困
基
準
を
下
に
し
て
み
る
と

①
消
費
も
し
く
は
所
得
の
水
準
が
生
活

保
護
基
準
以
下
の
世
帯
は
、
全
世
帯
の

30
％
ほ
ど
存
在
す
る
、
②
フ
ロ
ー
（
所

得
）
だ
け
で
な
く
、
ス
ト
ッ
ク
（
資
産
）

も
生
活
保
護
の
適
用
要
件
を
充
た
す
世

帯
は
、
全
世
帯
の
8
～
10
％
ほ
ど
存
在

↱
で
は
、
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
た

る
生
活
保
護
の
役
割
が
大
き
く
な
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
②
生
活
保
護
に
ア
ク
セ

ス
し
や
す
く
、
早
め
に
利
用
し
て
も
ら
う

制
度
に
す
る
（
資
産
、
扶
養
義
務
）
③
利

用
者
が
短
期
間
で
自
立
で
き
る
よ
う
に
、

出
や
す
い
仕
組
み
を
作
る(

勤
労
控
除
、

貯
蓄)

。
こ
の
基
本
方
向
が
専
門
委
員
会

内
部
で
、
ほ
ぼ
合
意
し
て
い
る
。
た
だ
し

内
容
と
し
て
は
、
財
政
制
度
等
審
議
会
の

建
議
と
は
逆
の
方
向
で
あ
り
、
厚
労
省
事

務
局
と
の
間
で
、
ま
と
め
が
難
航
し
、
最

終
報
告
の
提
出
は
秋
に
延
期
さ
れ
た
。 

 

議
論
か
ら
改
革
に
向
け
て 

 

そ
こ
で
、
専
門
委
員
会
の
外
の
動
き
を

ど
う
作
り
上
げ
る
か
、
を
提
起
。
①
国
と

自
治
体
が
ど
う
妥
協
点
を
見
つ
け
出
す

か
？
（
自
治
体
財
政
問
題
―
国
庫
負
担
の

切
り
下
げ
で
、
自
治
体
側
が
反
発
。
厚
労

省
と
自
治
体
代
表
の
巻
き
返
し
） 

②
運

動
体
の
側
が
「
入
り
や
す
く
、
出
や
す
い

制
度
」
を
め
ざ
し
た
国
民
的
な
合
意
を
作

り
上
げ
て
い
け
る
か
？
が
こ
れ
か
ら
重

要
と
な
っ
て
く
る
。
（
生
活
保
護
受
給
団

体
（
生
活
と
健
康
を
守
る
会
な
ど
）
と
し

て
動
き
が
作
れ
る
か
、
自
治
体
労
働
者
、

現
場
機
関
担
当
者
の
団
体
で
の
動
き
、
社

会
保
障
改
革
、
福
祉
改
革
の
中
に
拡
が
り

が
で
き
る
か
） 

こ
の
よ
う
に
問
題
点
と
方
向
を
提
起

生
活
保
護
制
度
改
革
の 

問
題
点
と
方
向 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

発
表
者 

布
川 

日
佐
史 

（
静
岡
大
学
教
授
・
所
長
） 

8 月 20 日 
（金） 
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↳
し
、
論
点
を
確
認
し
、
生
活
保
護
の
重
要
性
と
そ

の
限
界
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
直
す
必
要
性
を

感
じ
て
い
る
、
と
問
い
な
が
ら
幾
つ
か
の
点
を
報
告

し
ま
し
た
。(

１)

格
差(

低
所
得
者
層
や
貧
困)

が
拡

大
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
社
会
の
中
で
、
制
度
は
あ

っ
て
も
機
能
せ
ず
、
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の

か
？
財
政
等
審
が
望
む
よ
う
に
、
一
層
制
限
的
に
す

る
こ
と
は
、
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
か
？(

２)

専
門

委
員
会
の
言
う
「
入
り
や
す
く
、
出
や
す
い
制
度
の

改
革
す
る
」
こ
と
の
意
義
は
？
①
全
世
帯
の
10
％
を

対
象
に
で
き
る
か(

福
祉
事
務
所
の
体
制
整
備
や
自

立
支
援
の
仕
組
み
の
無
い
ま
ま
で
は
…)

、
②
生
活
保

護
制
度
が
全
部
担
う
べ
き
な
の
か
？
… 

ド
イ
ツ
で

は
、
児
童
手
当
、
住
宅
手
当
な
ど
が
低
所
得
者
世
帯

向
け
に
実
施
、
失
業
手
当
、
失
業
扶
助
社
会
扶
助
が

重
層
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
が
わ

が
国
に
無
い
の
で
、
生
活
保
護
制
度
で
や
る
し
か
な

い
！
の
か
？ 

こ
れ
で
他
の
社
会
制
度
の
改
革
、
拡

充
が
進
む
の
か
？(

３)

「
出
や
す
い
」
と
い
う
こ
と

に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
か
？
… 
｢

不
安
定
雇
用

＋
生
活
保
護｣

と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
が
長
期
化
せ

ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
が
実
際
に
は
多
く
な
る
だ
ろ

う
。（
４
）
貧
困
と
の
た
た
か
い
、
格
差
の
是
正
を
社

会
運
動
の
課
題
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
？

（
５
）
生
活
保
護
改
革
が
、
格
差
拡
大
を
押
し
と
ど

め
、
自
分
の
生
活
を
良
く
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
弱

者
の
た
め
に
、
怠
け
者
の
た
め
負
担
だ
け
が
増
え
る
」

と
理
解
さ
れ
る
の
か
？
（
６
）「
怠
け
者
の
判
断
基
準

作
り
か
」
、
「
努
力
の
で
き
な
い
実
態
を
受
け
止
め
る

か
」、
稼
働
能
力
の
活
用
を
ど
う
扱
う
か
？
保
護
申
請

に
当
た
っ
て
、
稼
働
能
力
を
活
用
し
、
努
力
し
て
い

な
け
れ
ば
現
状
で
は
↱ 

↳
生
活
保
護
の
受
給
は
で
き
な
い
、
ま
た
、
保
護

受
給
者
は
、
能
力
を
活
用
し
な
け
れ
ば
保
護
は

停
・
廃
止
さ
れ
る
。
能
力
の
活
用
の
判
断
基
準
は

自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
り
、
大
き
な
問
題
を
起
こ

し
て
い
る
。
改
革
が
単
に
客
観
的
な
基
準
作
り
を

目
指
す
の
で
は
な
く
、
経
済
的
事
情
や
精
神
的
状

況
等
か
ら
、
活
用
し
よ
う
に
も
活
用
し
よ
う
が
な

い
状
況
を
考
慮
し
、
「
能
力
活
用
し
て
い
な
い
と

は
い
え
な
い
」
か
ら
、
保
護
の
対
象
に
な
る
こ
と

を
言
及
し
て
発
表
を
終
え
ま
し
た
。 

 

（
今
回
の
研
究
会
で
の
発
表
は
、
「
所
報
№
・

９
」
夏
季
号
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
文
責 

片
桐
） 

【
討
論
】 

最
賃
制
と
生
活
保
護
費
と
の
関
連
に
興
味
が

あ
り
、
現
状
は
生
活
保
護
以
下
の
最
賃
制
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
運
動
に
は
、
労
働
組
合
運
動

の
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
労
働
者･

労
働
組
合

は
、
生
活
保
護
と
最
賃
制
と
結
び
つ
け
た
闘
い

が
出
来
て
い
る
か
？
な
ど
が
出
さ
れ
た
。 

【
今
後
の
日
程
表
】 

◆
９
月
17
日(

金)

18:

30
～
第
12
回
定
例
研
究

会 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
第
Ⅰ
会
議
室 

◆
９
月
22
日(

木)

18:

30
～
第
30
回
所
員
会
議 

 

会
場 

静
岡
県
評 

◆
10
月
13
日(

水)

18:

30
～
第
15
回
知
事
会 

 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
第
Ⅰ
会
議
室 

 

◆
10
月
15
日(

金)

18:

30
～
第
13
回
定
例
研
究 

 
 

会 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
第
２
会
議
室 

◆
10
月
21
日(

木)

18:

00
～
沼
津
講
座
「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
企
業
の
社
会
的
責
任
」
講
師:

朴
根

好
（
パ
ク 

ク
ン
ホ
）
静
大
助
教
授 

 
 

会
場 

沼
津
労
政
会
館 

第
１
会
議
室 

《
参
考
》 

▼ 

生
活
保
護
の
種
類
と
給
付
…
生
活
扶
助
、
住
宅

扶
助
、
医
療
扶
助
、
教
育
扶
助
、
介
護
扶
助
、

生
業
扶
助
、
出
産
扶
助
、
総
裁
扶
助
の
８
種
類
。 

▼ 

第
２
次
的
貧
困
…
現
代
社
会
に
お
け
る
、
こ
の

貧
困
を
引
き
起
こ
す
最
大
の
要
因
は
、
消
費
者

金
融
な
ど
へ
の
返
済
金
の
支
払
い
、
ロ
ー
ン
（
住

宅
ロ
ー
ン
、
日
常
用
品
の
割
賦
販
売
の
ロ
ー
ン

等
）
の
支
払
い
な
ど
よ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

借
金
の
支
払
い
は
、
当
然
貧
困
基
準
の
算
定
基

礎
と
し
て
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
総
収

入
は
、
貧
困
基
準
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
る
に

も
拘
ら
ず
、
そ
の
消
費
生
活
水
準
は
、
借
金
の

支
払
い
に
よ
っ
て
極
度
に
萎
縮
さ
せ
ら
れ
、
生

理
的
生
存
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
と
い
う
こ
と

も
あ
り
え
る
わ
け
で
あ
る
。 


